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１．主要事業について 

○福祉会館の廃止に伴うフロイデの多機能化について 

                                （経営改善課） 

【 趣 旨 】 

市では、将来的に多額の費用が見込まれる公共施設の更新問題に対応していくため、

公共施設の再配置を進めている。直近では老朽化した福祉会館を平成 31 年度末で機能を

停止することを予定しており、同会館が担ってきた各種機能を他の施設へ移転すること

が必要となる。この機能移転の受け皿の中心となる施設としては、犬山国際観光センタ

ー・フロイデが最有力候補と考えている。同施設を市民のさまざまな交流を促進し、市

民が活躍することをサポートするための施設とし、多機能化することで対応していきた

いと考えている。また、市内に点在する公共施設についても順次再生し、新たなフロイ

デを中心とした施設のネットワークを構築することで、さらなる有効活用を図ることを

検討していく。 

【 内 容 】 

①福祉会館は平成 32 年 3 月に機能停止（平成 32 年 4 月以降に解体撤去、発掘調査を 

実施。最終的に犬山城の便益施設として整備） 

※便益施設の規模、内容の確定までには、発掘調査の結果、史跡の保存活用計画の 

策定、文化庁との調整など、かなりの時間を要すると考えられる。 

 ②国際観光センター・フロイデ → （仮称）市民交流センター・フロイデ 

  （平成 31 年度中に機能移転に必要な改修工事を実施、翌年度から新たな施設として 

スタート） 

※新たな用途：市民交流、国際交流など市民が集い、さまざまな活動を通じて活躍 

するための施設とする。 

 ③地域の既存施設（公民館、学習等供用施設、老人憩の家など）の用途変更 

  フロイデを市民交流の中心施設とすることで、上記既存施設も同じ目的を持った地 

域施設として位置づける。（順次実施） 

 

【具体的な事業展開案】（今後調整要） 

①福祉会館の機能移転 

・貸館機能・相談機能、社会福祉協議会、婦人会、青年会議所等 

      → 概ねフロイデへ移転 

・中央児童館 → 児童クラブは北小学校内、児童館機能は西児童センターへ 

・白帝文庫  → 文化史料館（一時的に） 

（次ページに続く） 
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②フロイデの多機能化と改修内容案 

・平成３２年４月から新たな条例に基づく運用をしていくため、平成３１年３月議会

には条例改正案を提出（市民への周知期間の確保） 

・平成３１年度中に実施する主な改修工事 

図書室、和室、茶室、特別会議室 → 会議室、相談室へ改修 

円卓会議室 → 防音機能を持つ音楽室へ改修 

１階情報コーナー → スモールオフィス、市民活動スペース 

フロイデホール → フロアを固定化 

※国際交流協会、観光協会の各事務局はこれまでどおりで変更なし。 

③既存施設の再生（市民の活動、交流を活性化） 

 ・市民が集い、活動し、交流するための空間を市域全体で確保するため、既存施設の 

目的を見直し、多くの市民が利用できる施設へと再編していく。 

 ・再編にあたっては、可能なものから順次実施。 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲福祉会館 ▲犬山国際観光センター「フロイデ」 
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○平成３０年は戌
いぬ

年です！ 

～犬山市戌年関連事業について～          （企画広報課） 

 

【 趣 旨 】 

犬山市は全国で唯一、名前に「犬」が付く自治体であり、１２年に一度訪れるこの年

を絶好の機会と捉え、本市の知名度向上と郷土愛の醸成を目的に、「犬」に関連する取組

みを実施する。 

 

【 内 容 】 

◆フォトパネルで年賀状を作ろう！ 

わん丸君のフォトパネルを作成。手持ちのカメラ・スマホなどで写真を撮り、年賀 

状やＳＮＳなどで新年のあいさつに利用していただく。 

○設置場所 

〈平日〉城下町観光案内所、市役所１階ロビー 

〈土、日、祝日〉城下町観光案内所 

※城前広場にわん丸君が登場！フォトパネル 

で一緒に写真を撮ろう！ 

 11/18（土）～12/3（日）の土、日、祝日 

 12/9（土）、12/17（日） 

※年明け以降も店舗・イベントなどで貸し出し 

予定。一年を通じての利用を想定。 

 

 

 

◆いぬやま愛犬フォトコンテスト 

１１月１日～３０日まで市内在住の方の愛犬 

 写真を募集中。 

１２月中旬に子ども未来園園児による人気投 

票を行い、「グランプリ犬」を決定。 

グランプリのわんちゃんには、「一日市長」と 

 して、市内施設見学などの活動を予定。 

※発表は市ホームページなどで行う予定。 

                      （次ページに続く） 

▲フォトパネル(枠)(上)、プロップス(下) 
の例(実際のサイズは異なります) 

▲写真(イメージ) 
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◆写真展の開催 

いぬやま愛犬フォトコンテスト応募作品による写真展。 

日時 平成３０年１月４日(木)～３１日(水) 

場所 犬山市立図書館入口ロビー 

※その他、市役所１階市民ロビーでも開催予定。(３～４月頃を予定)。 

  

◆犬文庫の開設 

犬山市立図書館に「犬文庫」を開設。犬に関連

する興味深い書籍を配架。「犬山に来たら犬関連

の本をまとめて読める」という新たな魅力づくり。 

○開設予定日  

平成３０年１月４日(木)(※１年間の設置予定)。 

○展示場所  

１～２月中：１階カウンター前に特別展示スペー   

スを設置 

３月以降：郷土資料コーナー「サル文庫」の隣に設置 

 

◆わん丸君が一日司書に ～わん丸君から本を借りよう！～ 

わん丸君から本を借りられるのはこの日だけ。冬休みの思い出づくりとして企画。 

○内容：わん丸君がカウンターでの本の貸し出しや、配本作業のお手伝いなどを実施。 

○実施予定日：平成３０年１月６日(土) ①１０時～１１時 ②１４時～１５時 

                            

◆戌年記念事業(冠事業)の募集と開催 

平成３０年中に行われる「犬」に関連する事業で、原則として市内で実施され、

多くの市民が参加できる事業とする。 

＜現在までに応募いただいた戌年記念事業＞ 

○ＷＥ ＬＯＶＥ ＰＥＴ！～広げよう！つなげよう！人と動物の絆～ 

(主催 犬山動物総合医療センター) 

   市の職犬「ココ」ちゃん達が取り組んでいる訪問活動などの紹介や、人と動物が 

快適に暮らせる社会づくりを考える催し。 

  ○木彫りどうぶつ美術館はしもとみおの世界 

(主催：ヤマザキマザック美術館、中日新聞社) 

   招待券のプレゼント、犬山市民優待割引券の配布を予定。 

「わん丸君がお出迎え！親子で行く美術館鑑賞ツアー」を市と共同で開催予定。 
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２．１２月定例市議会日程（案） 

 
会期２２日間 （１１月３０日(木)～１２月２１日(木)） 

 

 
日 次 月 日 曜日 開議時刻 

 
摘     要 

 

 
第 １ 日 １１ ． ３０ 木 午前１０時 

 

○開  会  ○会議録署名議員の指名 

○会期の決定 ○諸般の報告 

○議案上程説明 
 

 
第 ２ 日 １２ ． １ 金 

  
○精  読 

 

 
第 ３ 日 

  
２ 土  

  
○休  会 

 

 
第 ４ 日  

 
３ 日  

  
○休  会 

 

 
第 ５ 日  

 
４ 月 

  
○精  読 

 

 
第 ６ 日  

 
５ 火 

  
○精  読 

 

 
第 ７ 日  

 
６ 水 午前１０時 

 
○一般質問 

 

 
第 ８ 日  

 
７ 木 午前１０時 

 
○一般質問 

 

 
第 ９ 日  

 
８ 金 午前１０時 

 
○一般質問 

 

 
第 １０ 日  

 
９ 土  

  
○休  会 

 

 
第 １１ 日  

 
１０ 日  

  
○休  会 

 

 
第 １２ 日  

 
１１ 月 午前１０時 

 
○一般質問 

 

 
第 １３ 日  

 
１２ 火 午前１０時 

 
○議案質疑 

 

 
第 １４ 日  

 
１３ 水 午前１０時 

 
○議案質疑  ○委員会付託 

 

 
第 １５ 日  

 
１４ 木 

  
○全員協議会 

 

 
第 １６ 日  

 
１５ 金 

  
○部門委員会 

 

 
第 １７ 日  

 
１６ 土  

  
○休  会 

 

 
第 １８ 日  

 
１７ 日  

  
○休  会 

 

 
第 １９ 日  

 
１８ 月 

  
○部門委員会 

 

 
第 ２０ 日  

 
１９ 火 

  
○部門委員会 

 

 
第 ２１ 日  

 
２０ 水 

  
○休  会 

 

 
第 ２２ 日  

 
２１ 木 午前１０時 

 

○再  開  ○委員長報告 

○同報告に対する質疑 

○討  論  ○採  決  ○閉  会 
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３．提出議案の概要 

 

  ○ 条例案件    ６件（一部改正６) 

 

○ 単行案件    ２件 

 

○ 補正予算案件  ２件（一般会計１、特別会計１） 

 

 ○ 承認案件    １件 
  
  
   計１１案件を上程予定 
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４．条例案件 

【一部改正】条 

 犬山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について  

(総務課) 

【 趣 旨 】 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）等の改正に伴

い、条例の一部を改正するもの。 

 

【 内 容 】 

１．非常勤職員の育児休業期間の再延長 

（改正前） 

非常勤職員の育児休業期間は、原則、子が１歳まで。ただし、子が保育所に 

入れない場合は、１歳６か月まで延長できる。 

（改正後） 

現行に加え、１歳６か月時点で子が保育所に入れない場合は、２歳まで再延 

長できる。 

 

○参考：現時点では、育児休業を取得している非常勤職員はなし。 

 

２．育児休業の再取得等を可能とする事由の追加 

（改正前） 

①育児休業の取得･･･原則１回 

②育児休業期間の延長･･･原則１回 

③育児短時間勤務の取得･･･原則、前回の終了日から１年間は不可 

ただし、配偶者が負傷や疾病により入院した場合など、「特別の事情」がある

場合は、①③の再取得、②の再延長が可能である。 

（改正後） 

現行に加え、「特別の事情」となる事由に、「保育所に入れない場合」を追加

する。    

 

【 施 行 日 】 

 公布の日 
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 犬山市旅費支給条例の一部改正について                  

                                (総務課) 

【 趣 旨 】 

 職員の旅費の額等を見直すことに伴い、条例の一部を改正するもの。 

 

 

【 内 容 】 

１．宿泊料、日当及び食卓料について職位区分を廃止。 

２．宿泊料を実費（朝食代を含む。）とし、上限額を 11,000 円に改正。 

３．食卓料を 600 円に改正(宿泊費を伴わない研修等の場合の朝食代として) 

（改正前）                   （単位：円）   
 

宿泊料 

（定額） 

日当 
食卓料 

 1 日日当 半日当 

市長等 14,000 2,600 1,300 2,600 

市長等以外の職員 11,000 2,000 1,000 2,000 

              ↓ 

（改正後）                   （単位：円）  

 宿泊料※ 

（上限額） 

日当 
食卓料 

 1 日日当 半日当 

すべての職員 
実費

（11,000） 
2,000 1,000 600 

※朝食代を含む 

 

〇参考：愛知県内で、宿泊費を実費支給としているのは幸田町のみ。 

 

 

【 施 行 日 】 

 平成３０年４月１日 

 

 

 

 

 



  

 
 

9 

 

犬山市立保育園条例の一部改正について 

                              (子ども未来課) 

【 趣 旨 】 

保育園の分園を設置することに伴い、条例の一部を改正するもの。 

  

 

【 内 容 】 

平成３０年度から、今井子ども未来園を城東第２子ども未来園の分園とする。 

今井子ども未来園の在園児数は平成２９年度５名で、年々園児数が減少しており、

愛知県の児童福祉行政指導監査においても、「定員と現員の差が著しいため、定員の

見直し及び保育所の統廃合等含めた見直しをすること。」との口頭指示事項があった

が、市としては地域に子ども未来園を残すため、分園化を選択した。 

 

・名称     今井子ども未来園（変更なし） 

・内容     保育士の配置は２名（変更なし） 

給食は直営での自園調理（変更なし） 

・経費、その他 分園には嘱託医（園医・歯科医・薬剤師）の配置が不要となり、 

        約７７万円（年額）の削減となる。 

 

 

 

【 施 行 日 】 

平成３０年４月１日 
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 市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正について     

                                (整備課) 

【 趣 旨 】 

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の改正に伴い、条例の一部を改正する

もの。  

 

 

【 内 容 】 

土地改良法の改正に伴い、引用条文の条ずれが生じたため、所要の改正とともに、

字句の整理を行うもの。 

 

 

【 施 行 日 】 

 公布の日 

 犬山市母子父子家庭医療費の支給に関する条例の一部改正について 

                              (保険年金課) 

【 趣 旨 】 

 所得税法（昭和４０年法律第３３号）の一部改正により同法に定める用語の定義

が変更されることに伴い、条例の一部を改正するもの。 

 

 

【 内 容 】 

 平成２９年度税制改正において、控除対象配偶者の定義が改められたことに伴い、

本条例に規定する控除対象配偶者の用語を改正するもの。なお、受給者への影響は

なし。           

 

 

【 施 行 日 】 

平成３０年１月１日 
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犬山市都市公園条例の一部改正について                  

                             (文化スポーツ課） 

【 趣 旨 】 

 木曽川犬山緑地の施設の設置及び管理について必要な事項等を定めることに伴

い、条例の一部を改正するもの。 

 

 

【 内 容 】 

○現状・課題 

・木曽川犬山緑地（一部施設）は、「市民運動場」と位置づけているが、他の

都市公園内に設置する同種施設は、都市公園内の公園施設として本条例に規定

している。 

・本市が告示した都市公園で、告示と異なる表記で公園の名称を規定している。 

 

○内容 

＜名称の変更＞ 

① 施設の利用目的に合わせて公園内の施設の名称を「公園施設」から「運動施 

設」に改める。 

② 告示内容と公園名称を統一するため「山ノ田公園」を「山の田公園」に改める。 

 

＜施設の追加＞ 

 ③ 木曽川犬山緑地の「野球場」、「多目的グラウンド」、「テニスコート」を 

運動施設として規定する。 

  

 【 施 行 日 】 

平成３０年４月１日 

 

 



  

 
 

12 

 

５．平成２９年度１２月補正予算について 

○予算規模 

  

 総予算（企業会計を含む） 

 

 ３億９，４０９万８千円を増額補正 

 

 補正後予算額 → ４４７億４，９６４万５千円 

 

 （補正前予算と比較して０．８９％の増） 

 

 一般会計  

  

 ３億９，６００万１千円を増額補正 

 

 補正後予算額 → ２４５億１,８２６万９千円 

 

 （補正前予算と比較して１．６４％の増） 

 

 特別会計  

  

 １９０万３千円を減額補正 

 

 補正後予算額 →１８５億８６３万１千円 

 

 （補正前予算と比較して０．０１％の減） 

  

 企業会計 

  

補正なし  
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 平成２９年１２月定例会 会計別補正予算額一覧表 

（単位：千円） 

 
 会計名  

 補正前の 

  予算額 
補正予算額   

補正後の  

予算額      

 
一 般 会 計      24,122,268    396,001  24,518,269  

特 

別 

会 

計 

 国民健康保険 

特別会計 
     8,935,196  8,935,196  

 

犬山城費 

特別会計 
        267,783  267,783  

 

木曽川うかい 

事業費特別会計 
         68,798  68,798  

 

公共下水道事業 

特別会計 
      2,413,553  2,413,553  

 

農業集落排水 

事業特別会計 
         63,838  63,838  

 
介護保険 

特別会計 
      5,611,184 △ 1,903  5,609,281  

 

後期高齢者医療 

特別会計 
      1,150,182  1,150,182  

     小 計 
 

     18,510,534 △ 1,903  18,508,631  

企業 

会計  
水道事業会計       1,722,745  1,722,745  

 合 計 44,355,547  394,098  44,749,645  

  

 
 

 

※水道事業会計の予算額は収益的収支の収入額と資本的収支の支出額の合計額 
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◎補正予算案に計上した主なもの 

栗栖竹林整備事業（企画政策事務）               ３００万円                       

                             （企画広報課） 

【 目 的 】 

栗栖地区における地域活性化のため県の交付金を 100％活用して、住民が実施

する作業を支援するとともに、住民自身による施工が困難であり危険を伴う作業

を市が実施するものである。これにより、作業を行う住民自身が地元への愛着と

誇りをより高めることにつながるとともに、河川空間と里山をいかした新たな魅

力づくりという観点からも、効果のある取組みになると考える。 
 

【 概 要 】 

平成２８年度に地方創生加速化交付金を活用したまちづくりワークショップを 

 開催したところ、今年度以降も参加者から活動継続の意向があり、地元住民を中 

 心に「ミラマチ栗栖」という組織が結成された。 

ミラマチ栗栖では、きのこづくり(特産品開発)、自然体験キャンプ(定住促進) 

に加え、竹林を整備してかつてあった散策路と景観を取り戻す活動を実施してい 

るが、竹木の抜根等は実施できていない状況である。 

そのため、住民自身では施工が困難な竹木の抜根、埋戻し、転圧などの土木工 

事の実施及び、現在、住民が持ち出しで行っている活動への支援（整備に必要な 

消耗品及び備品の購入など）を目指し、県交付金である「あいち森と緑づくり都 

市緑化推進事業(県民参加緑づくり事業)」の平成２９年度追加要望に応募したと 

ころ、今般、採択の内示があったため補正予算として計上するものである。 

 

【 事業費 】 

  栗栖地区竹林整備事業  ３００万円 

 

補正前予算額         ０円 

補正後予算額      ３００万円 

１２月議会補正予算額  ３００万円 

※財源の内訳 

国県支出金       ３００万円 

一般財源           ０円 

 

                      

  （次ページに位置図あり） 
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  【位置図】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 



  

 
 

16 

 
ふるさと犬山応援寄附金事業（ふるさと納税推進）    １，７５１万６千円                       

                             （経営改善課） 

【 目 的 】 

９月定例会にて寄附額を１億円増額補正したが、９月、１０月の寄附受入状況

から想定を上方修正し、ふるさと寄附金（歳入）を４千万円増額、合計３億円と

するとともに、それに伴う事務処理に係る経費をそれぞれ増額補正するもの。 

 

【 概 要 】 

当初予算で１億６千万円を見込み、その後の受入状況から９月補正で１億円の

増額補正を行ったが、９月、１０月の受入状況が補正時の想定より大きく上回っ

ており、現計予算では対応できなくなるおそれがあるため再度補正を行う。 

 

○ふるさと寄附金受入に伴う事務内容 

 記念品の送付（報償費）、各種システムの利用、寄附者へのお知らせ等郵送 

 

○寄附受入状況（カッコ内は前年度） 

件数   寄附金額   （ 件数   寄附金額    ） 

４月   500 件  13,915,000 円 （  181 件   4,630,000 円）  

５月   688 件  20,310,000 円 （  117 件   3,010,000 円） 

６月   698 件  19,410,000 円 （  182 件   4,790,000 円）  

７月   666 件  19,225,000 円 （  234 件   6,175,000 円）   

８月  590 件 20,205,000 円 （  235 件  5,945,000 円） 

９月  812 件 24,365,000 円 （  335 件 11,460,000 円）   

１０月 1,249 件 41,012,000 円 （  493 件 17,100,000 円） 

合 計 5,203 件 158,442,000 円 （1,777 件 53,110,000 円） 

  

【 事業費 】 

  報償費、システム利用料他 １，７５１万６千円 

 

補正前予算額      １億１，０６８万１千円 

 補正後予算額     １億２，８１９万７千円 

   １２月議会補正予算額   １，７５１万６千円 

※財源の内訳 

 一般財源         １，７５１万６千円 
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善師野駅南第２及び楽田駅東自転車等駐車場増設事業       ３２１万８千円 

（自転車等駐車場管理）                    (地域安全課) 

【 目 的 】 

善師野駅南第２自転車等駐車場及び楽田駅東自転車等駐車場の利用者が急増

し、駐輪スペースの不足が常態化するようになったため、自転車等駐車場を増設

する。利用者が円滑に駐輪することが可能になり利便性が向上するとともに、自

転車等が道路や歩行者用通路にはみ出ることがなくなることで安全を確保するも

の。 
 

【 概 要 】 

善師野駅南と楽田駅東に自転車等駐車場を増設し駐輪スペースを確保すること

により、市民生活の利便性の向上、交通安全の確保及び公共交通の利用促進を図

る。議決後、入札など業者選定事務を進め、平成３０年１月上旬には請負業者を

決定し、工事施工後、早期に供用開始することを目指す。 

 

① 善師野駅南第２自転車等駐車場増設工事（犬山市大字善師野字下紅屋地内） 

  ・工事面積： ２７９㎡（アスファルト舗装、区画線設置、照明灯２基） 

 ・駐輪可能台数：約１２７台 

  ・借地面積：約１５０㎡（自転車等駐車場部分のみ） 

② 楽田駅東自転車等駐車場増設工事（犬山市字若宮地内） 

  ・工事面積：４２㎡（バリカー設置２箇所、区画線設置） 

・駐輪可能台数：約４０台 

 

【 事業費 】 

善師野駅南第２自転車等駐車場借上料          ８千円 

善師野駅南第２自転車等駐車場増設工事請負費  ２８３万５千円 

  楽田駅東自転車等駐車場増設工事請負費      ３７万５千円 

                      合計 ３２１万８千円 

 

  補正前予算額       ４６万５千円 

  補正後予算額      ３６８万３千円 

  １２月議会補正予算額  ３２１万８千円 

※財源の内訳 

 一般財源       ３２１万８千円    （次ページに位置図あり） 
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【善師野駅南第２自転車等駐車場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【楽田駅東自転車等駐車場】 
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 障害福祉サービス等給付事業（障害者自立支援給付）  １億４，４０６万９千円

                                 (福祉課) 

     

【 目 的 】 

障害福祉サービス費等給付事業は、国の制度として実施しており、障害者が安心

して生活するために必要なサービスにかかる経費である。平成２９年９月末実績か

ら年間見込額を算定し不足する扶助費を補正する。 

 

【 概 要 】 

 障害福祉サービス費等給付費を９月末実績から年間経費を算定すると、近隣市町

の事業所開設や利用日数の増加などにより障害児給付費の増加が著しく、こすもす

園を除く児童発達支援の延べ利用件数は、平成２８年度２，６７３件から平成２９

年度見込４，４０９件に、放課後デイサービスの延べ利用件数は、平成２８年度１

４，５８４件から平成２９年度見込１７，３０５件と増加する見込みである。その

他福祉サービス利用も増加しており、扶助費の不足はサービス費の支給ができなく

なり、障害者へのサービス提供ができなくなる。 

 

【 事業費 】 

 障害者分  ８，１７６万５千円 

 障害児分  ６，２３０万４千円 

 

補正前予算額      ９億４，５６６万５千円 

補正後予算額     １０億８，９７３万４千円 

１２月議会補正予算額  １億４，４０６万９千円 

※財源の内訳 

 国県支出金        １億８０５万１千円 

 一般財源         ３，６０１万８千円 
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生活保護等扶助                    ９，８２０万４千円 

(福祉課) 

【 目 的 】 

 生活が困窮している者であっても、憲法第２５条に定める「健康で文化的な最低

限度の生活」を営むことができるよう、扶助を行うもの。 

 

【 概 要 】 

 被保護世帯数（人数）の増加が当初予算時の見込みを上回っているため、扶助費

支給に支障のないよう補正予算を計上するもの。なお、扶助費のうち、３/４は国庫

負担であるため、歳入についても併せて補正予算を計上する。前年同時期と比較し

て、特に医療扶助費と介護扶助費の増加が著しい。 

 支給日に国が定めた最低生活費に満たない部分の扶助費を滞りなく支給する。 

（参考）前年度との比較 

●医療扶助費  医療機関利用延べ人数、特に入院件数が前年に比較して増加して 

いる。（対前年比３３．７７％増） 

●介護扶助費  介護サービス利用者の増加、特に６５歳未満の２号被保険者の利

        用が増加しているため、介護扶助費の支出が倍増している。(２号 

被保険者は、全額扶助料で支払うため)(対前年比８４．６３％増) 

 

【 事業費 】 

 医療扶助費、介護扶助費他  ９，８２０万４千円 

 

補正前予算額      ５億８，０４８万１千円 

補正後予算額      ６億７，８６８万５千円 

１２月議会補正予算額    ９，８２０万４千円 

※財源内訳 

 国県支出金          ７，３５４万円 

 一般財源         ２，４６６万４千円 
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定】 
 

就学援助費（小学校就学援助・中学校就学援助）        ４３３万５千円 

                              （学校教育課） 

【 目 的 】 

就学援助費は経済的に困窮している家庭へ給食費等の就学費用の一部を援助し、

教育の機会均等を図るもの。また小中学校入学にかかる費用の負担が困難な保護者

へ入学費用として入学前に定額を支給し、入学準備ができるようにする。 

 

【 概 要 】 

①県通知により新入学児童生徒学用品費の単価が増額された。 

   小学校：２０，４７０円→４０，６００円 

中学校：２３，５５０円→４７，４００円 

②平成２８年度までは小中学校新入学者の保護者で就学援助費が認定になった者 

に対し「新入学児童生徒学用品費」として入学後の８月頃に支給していたが、

平成２９年度より次年度小中学校入学予定者の保護者で経済的に困窮している

者に対し、就学援助費の新しい費目として「新入学準備金」を入学前に定額支

給することで、入学に必要な学用品等を入学前に準備できるようにする。 

(新規) 

 

【 事業費 】 

①「新入学児童生徒学用品費」の単価引上げ対応：９８万３千３００円 

②「新入学準備金」の入学前支給（新規）：      ３３５万１千円 

①＋②＝４３３万４千３００円 

 

補正前予算額     ３，２２９万６千円 

補正後予算額     ３，６６３万１千円 

１２月議会補正予算額   ４３３万５千円 

※財源内訳 

 一般財源        ４３３万５千円 
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内田多目的広場テニスコート管理事業（屋外体育施設管理）   ９２万５千円 

                             （文化スポーツ課） 

【 目 的 】 

 現在整備中である内田多目的広場テニスコートについて、内田防災公園、犬山市観

光駐車場（内田観光駐車場）とともに、平成３０年３月２２日から供用開始（予定）

するため、管理運営に必要となる経費を補正予算を計上するもの。施設使用料の徴収

業務に券売機を使用することで施設管理業務（業務委託・観光交流課所管）の軽減が

可能となり、業務委託料の抑制を図ることができる。 

 

【 概 要 】 

 平成３０年４月以降は、犬山市観光駐車場（内田観光駐車場）の管理業務の一部と

して本施設の管理を実施（業務委託・観光交流課所管）するため現地管理人が勤務す

るが、本年度は市職員が利用許可手続き（平日・午前９時～午後５時）や現地での利

用者に対する利用許可の確認を実施する。 

   

【 事業費 】 

備品購入費（券売機） ７９万３千円 

その他経費      １３万２千円 

 

補正前予算額      ４，１５８万６千円 

補正後予算額      ４，２５１万１千円 

１２月議会補正予算額     ９２万５千円 

※財源内訳 

 一般財源            ９２万円 

 その他              ５千円 
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住宅用地球温暖化対策導入促進費補助金（自然環境保全）     １３８万円 

(環境課) 

【 目 的 】 

太陽光及び蓄電池の設置について補助することにより、市内の地球温暖化対策

を推進し、併せて周辺市民に対しても地球温暖化対策の啓発を行う。 

 

【 概 要 】 

今年度上半期の住宅用地球温暖化対策導入促進費補助金の申請者数は７９件

（内訳：太陽光５７件、蓄電池２２件）であり、平成２８年度の申請数６１件（内

訳：太陽光５４件、蓄電池７件）をかなり上回っている。当初予算として見込ん

でいたよりも多い申請があったために、補正予算を計上するもの。 

 

【 事業費 】 

① 太陽光   ７件×４万円 ＝  ２８万円 

② 蓄電池  ２２件×５万円 ＝１１０万円        ①＋② ＝１３８万円 

  

 

市が補助した額の一部を愛知県が補助する間接補助 

  補助率：市の補助額×１/４以内  １３８万円×１/４＝３４万５千円 

 

補正前予算額      ５００万円 

補正後予算額      ６３８万円 

１２月議会補正予算額  １３８万円 

※財源内訳 

  国県支出金     ３４万５千円 

一般財源     １０３万５千円 
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桜並木剪定業務委託                    ８２８万７千円 

（整備課） 

【 目 的 】 

倒木等の危険がある桜樹木を適正に伐採及び剪定
せんてい

を行うことで、道路等における事

故を防止するとともに、 桜並木の景観をいかした住みよいまちづくりに寄与する。 

 

【 概 要 】 

市内の桜街路樹ついてはソメイヨシノを中心に約２，２００本あり、毎年、危険度

及び支障度等の桜並木樹木診断を実施し、緊急度が高いと判定を受けた樹木を優先し

て、撤去、剪定を実施している。今年度の診断において、緊急に対応すべき樹木が著

しく増加しており、事故発生を防止し、市民等の安全確保をするため、緊急的に撤去

、剪定等を実施するために補正予算を計上するものである。  

※診断結果(前年比較)  

 

診断結果比較表 倒木危険 折損危険等 計

H２８

緊急危険木 5 48 53

その他危険木 2 856 858
合計 7 904 911

H２９
緊急危険木 61 264 325

その他危険木 9 271 280
合計 70 535 605  

平成２９年１０月～平成３０年１月  県道春日井各務原線沿い桜並木の剪定委託 

平成３０年１月～３月        県道浅井犬山線他主要道路等桜並木の剪定 

委託 

平成３０年４月～７月        その他河川沿い等桜並木の剪定委託 

 

【 事業費 】 

  桜並木剪定業務委託料     ８２８万７千円 

 

補正前予算額       ４６８万８千円 

補正後予算額     １，２９７万５千円 

１２月議会補正予算額   ８２８万７千円 

※財源内訳 

  一般財源        ８２８万７千円 
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樹木伐採委託（生活環境衛生）               ５１０万６千円 

                               （健康推進課） 

 

【 目 的 】 

倒木の危険性のある大型樹木の伐採により、今後の自然災害等による倒木の発生

を未然に防ぐことができる。 

 

【 概 要 】 

平成２９年９月１７日の台風１８号に伴う強風により、市が所管する東山墓地（大

字犬山字南別祖地内）にある桜の木が倒れ、隣接地の通行の障害となったため倒木

については伐採処理を行った。当該地には、この他にも大型樹木が多数あるため、

今後の自然災害等による被害を回避するために伐採を行うもの。 

 

平成３０年１月 伐採等業務発注 

 平成３０年２月 伐採等実施 

   

【 事業費 】 

 倒木の危険性のある樹木の伐採委託料 ５１０万６千円 

 

 

補正前予算額        ４万６千円 

補正後予算額      ５１５万２千円 

１２月議会補正予算額  ５１０万６千円 

※財源内訳 

  一般財源       ５１０万６千円 

 

 

 

           

 

 

 

                          

                         （次ページに位置図あり） 
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【位置図】 
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林業施設災害復旧費（林業用施設災害復旧）          １，３３０万円 

                                （整備課） 

【 目 的 】 

災害により破損した林道高根洞線の機能復旧を図ることで、利用者の安全及び健

全な営農活動を確保することができる。 

 

【 概 要 】 

犬山市の管理する林道高根洞線について、平成２９年８月の集中豪雨により、同

林道の谷側法面
のりめん

（犬山市字高根洞地内）２箇所が土砂崩れにより通行不能となって

いることが確認された。林道高根洞線は、林道としての機能はもとより、通行不能

となった先に農地（みかん畑及び栗畑）があり、利用者の安全を確保するとともに

健全な営農活動を確保する必要があることから復旧工事を行うものである。 

 また、崩落した法面
のりめん

から大量の湧水が確認され、この湧水が原因となり崩落範囲

の拡大及び法面下部に位置するため池（不動寺池）への崩落土砂流入によるため池

の機能障害など、災害復旧工事規模及び費用が増大する要因となる２次災害の発生

が懸念される状況であることから、この湧水対策も含めた本復旧工事の緊急性は高

く、工事請負費の補正予算を計上し平成２９年度末までに復旧完了する。  

 

【 事業費 】 

林業施設災害復旧工事：１，３３０万円（２箇所 盛土工） 

  

補正前予算額        ４００万１千円 

補正後予算額      １，７３０万１千円 

１２月議会補正予算額    １，３３０万円 

※財源内訳 

 一般財源         １，３３０万円 

 

                 

 

 

                         （次ページに位置図あり） 
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【位置図】 
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河川施設管理（河川施設管理）               ４６７万１千円 

（土木管理課） 

【 目 的 】 

普通河川樋
とい

戸
と

川
がわ

の河床に堆積した土砂等により河川断面が阻害されており、流水

阻害を起こしたため、河床に堆積した土砂等を掘削除去することで、河川として必

要な断面を確保する。 

 

【 概 要 】 

 平成２９年７月の局地的豪雨の際に、普通河川樋戸川の水位が橋梁まで上昇し、

越水する危険性から近隣住民が緊急避難する事態となった。原因は河川内に堆積し

た土砂等により河川断面が阻害されたことによる流水阻害であった。樋戸川の河床

に堆積した土砂等を掘削除去し、河川として必要な断面を確保することで、災害防

止を図る。 

 河川の浚 渫
しゅんせつ

業務は渇水期（１１月～翌３月）にしか行えず、当初予算では来年の

出水期までに間に合わないため、補正予算を計上するもの。 

 補正予算可決後、直ちに浚渫業務を発注し、年度内に完了する。 

 

【 事業費 】 

・樋戸川浚渫委託（延長＝２６０ｍ 浚渫土量＝２９０㎥） 

    工事費    ６４２万１千円 

 ・高根洞工業団地水処理施設管理業務委託の入札差金による減額分 △１７５万円 

 

 補正前予算額     ３，２９９万８千円 

 補正後予算額     ３，７６６万９千円 

 １２月議会補正予算額   ４６７万１千円 

 ※財源内訳 

  一般財源        ４６７万１千円 

 

                         

 

                         （次ページに位置図あり） 
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【位置図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



６　平成３０年２月末までの主な行催事

名称等 鈴木まもる氏講演会（今井わいわいフェスティバル）

実施期間 11月28日 (火) ～ 同日 時間 13:00 ～ 0:00

場所 今井小学校体育館

担当所属 地域安全課

主催 今井小学校区コミュニティ推進協議会

名称等 冬の企画展「芝居する獅子－塔野地の獅子芝居・獅子舞－」

実施期間 11月29日 (水) ～ 2月19日 (月) 時間 9:00 ～ 17:00

場所 文化史料館

担当所属 歴史まちづくり課

主催 犬山市教育委員会

名称等 年末特別警戒出発式

実施期間 12月1日 （金） ～ 同日 時間 17:30 ～ 0:00

場所 犬山警察署　4階　講堂

担当所属 地域安全課

主催 犬山警察署

名称等 今井わいわいフェスティバル

実施期間 12月2日 (土) ～ 同日 時間 9:00 ～ 0:00

場所 今井小学校体育館

担当所属 地域安全課

主催 今井小学校区コミュニティ推進協議会

名称等 市民総合大学祭り文化学科「祭りとタブー～祭りと縄文の心～」

実施期間 12月2日 (土) ～ 同日 時間 10:00 ～ 11:30

場所 犬山国際観光センター

担当所属 歴史まちづくり課

主催 犬山市教育委員会

名称等 犬山市小学校音楽会

実施期間 12月2日 (土) ～ 同日 時間 10:45 ～ 14:40

場所 市民文化会館

担当所属 学校教育課

主催 犬山市教育委員会

名称等 犬山未来塾（全4回12/3、12/9、12/17、1/13）

実施期間 12月3日 (日) ～ 1月13日 (土) 時間 13:00 ～ 17:00

場所 市福祉会館4F402会議室

担当所属 地域安全課

主催 犬山市、（特非）犬山市民活動支援センターの会
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名称等 シートベルト・チャイルドシート関所

実施期間 12月4日 (月) ～ 同日 時間 9:30 ～ 10:30

場所 イオン扶桑店

担当所属 地域安全課

主催 犬山市、扶桑町、犬山警察署

名称等 ちょっと早めのクリスマスおはなし会

実施期間 12月6日 （水） ～ 同日 時間 11:00 ～ 11:45

場所 図書館　展示室

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市教育委員会

名称等 仲良しわんスポ交流会

実施期間 12月9日 （土） ～ 同日 時間 10:00 ～ 12:00

場所 エナジーサポートアリーナ（犬山市体育館）

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市教育委員会

名称等 犬山少年少女合唱団幸せクリスマスコンサート

実施期間 12月9日 (土) ～ 同日 時間 13:00 ～ 14:00

場所 キャスタ1Fセントラルコート

担当所属 地域安全課

主催 犬山男女共同参画市民会議、犬山少年少女合唱団

名称等 市民総合大学一般教養学部(第4回)

実施期間 12月9日 （土） ～ 同日 時間 13:30 ～ 15:00

場所 南部公民館

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市・犬山市教育委員会

名称等 堀部邸「猪之子座」旭堂南海の上方講談をたっぷり

実施期間 12月9日 (土) ～ 同日 時間 14:00 ～ 15:30

場所 木之下城伝承館・堀部邸　主屋

担当所属 歴史まちづくり課

主催 （特非）古代邇波の里・文化遺産ネットワーク

名称等 障害の特性などを理解するための公演会

実施期間 12月9日 (土) ～ 同日 時間 14:00 ～ 15:30

場所 犬山市役所2階205会議室

担当所属 福祉課

主催 犬山市障害者自立支援協議会
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名称等 第22回フロイデまつり

実施期間 12月10日 (日) ～ 同日 時間 9:15 ～ 16:00

場所 犬山国際観光センター

担当所属 観光交流課

主催 犬山市（実施団体：犬山国際交流協会）

名称等 男女共同参画川柳投票審査

実施期間 12月10日 (日) ～ 同日 時間 10:00 ～ 16:00

場所 犬山国際観光センター（フロイデまつり内）

担当所属 地域安全課

主催 犬山男女共同参画市民会議

名称等 犬山市心身障害児（者）父母の会　クリスマス会

実施期間 12月10日 (日) ～ 同日 時間 11:00 ～ 15:00

場所 福祉会館　5階大ホール

担当所属 福祉課

主催 犬山市心身障害児（者）父母の会

名称等 年末警戒出発式

実施期間 12月11日 （月） ～ 同日 時間 18:30 ～ 0:00

場所 犬山成田山　駐車場

担当所属 地域安全課

主催 犬山警察署

名称等 さくら育成ボランティア養成講座第5回実技及び修了証授与式

実施期間 12月13日 (水) ～ 同日 時間 13:00 ～ 15:30

場所 市民健康館さらさくら

担当所属 環境課

主催 犬山市

名称等 青少年健全育成教育講演会（具志アンデルソン飛雄馬氏）

実施期間 12月13日 （水） ～ 同日 時間 13:30 ～ 15:00

場所 南部中学校

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市健全育成市民会議

名称等 青少年健全育成教育講演会（具志アンデルソン飛雄馬氏）

実施期間 12月14日 （木） ～ 同日 時間 13:40 ～ 15:10

場所 県立犬山南高等学校

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市健全育成市民会議
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名称等 きらきら☆ユース向け出前講座

実施期間 12月15日 (金) ～ 同日 時間 13:40 ～ 15:20

場所 犬山中学校　体育館

担当所属 地域安全課

主催 犬山男女共同参画市民会議

名称等 イヌヤマフォレスター養成講座

実施期間 12月16日 (土) ～ 同日 時間 9:30 ～ 15:00

場所 犬山里山学センター

担当所属 環境課

主催 犬山市

名称等 市民総合大学祭り文化学科「からくり人形が面白い！～職人気質に神宿る～」

実施期間 12月16日 (土) ～ 同日 時間 10:00 ～ 11:30

場所 犬山国際観光センター

担当所属 歴史まちづくり課

主催 犬山市教育委員会

名称等 第8回子育てフォーラム IN いぬやま

実施期間 12月16日 (土) ～ 同日 時間 13:00 ～ 16:30

場所 南部公民館

担当所属 子ども未来課

主催 犬山市教育委員会

名称等 工作教室「読書バインダー」を作ろう

実施期間 12月16日 （土） ～ 同日 時間 13:30 ～ 15:00

場所 図書館　展示室

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市教育委員会

名称等 第4回フューチャーセッション＠犬山

実施期間 12月22日 (金) ～ 同日 時間 19:00 ～ 21:00

場所 犬山国際観光センター　1F　IIAプラザ

担当所属 地域安全課

主催 犬山市

名称等 仕事納め式

実施期間 12月28日 （木） ～ 同日 時間 16:00 ～ 17:00

場所 犬山市役所　501・502会議室

担当所属 総務課

主催 犬山市
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名称等 消防団年末夜警

実施期間 12月29日 （金） ～ 12月30日 （土） 時間 19:00 ～ 5:00

場所 犬山市内

担当所属 消防総務課

主催 犬山市

名称等 消防団年末夜警

実施期間 12月30日 （土） ～ 12月31日 （日） 時間 19:00 ～ 5:00

場所 犬山市内

担当所属 消防総務課

主催 犬山市

名称等 仕事始め式

実施期間 1月4日 （木） ～ 同日 時間 9:00 ～ 10:00

場所 犬山市役所　501・502会議室

担当所属 総務課

主催 犬山市

名称等 新年交礼会

実施期間 1月4日 （木） ～ 同日 時間 10:30 ～ 12:00

場所 犬山国際観光センター

担当所属 企画広報課

主催 犬山市、商工会議所

名称等 「犬文庫」の開設

実施期間 1月4日 （木） ～ 1月0日 1月0日 時間　① 10:00 ～ 11:00

場所 図書館 　　　② 14:00 ～ 15:00

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市教育委員会

名称等 わん丸君から本を借りよう！！

実施期間 1月6日 （土） ～ 同日 時間 10:00 ～ 15:00

場所 図書館

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市教育委員会

名称等 第7回犬山城下町どぶろく祭り

実施期間 1月6日 （土） ～ 1月14日 （日） 時間 0:00 ～ 0:00

場所 三光稲荷神社および城下町参加店舗

担当所属 産業課

主催 犬山城下町まちづくり協会
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名称等 平成30年度消防出初式

実施期間 1月7日 (日) ～ 同日 時間 9:00 ～ 11:00

場所 羽黒摺墨　するすみふれあい広場

担当所属 消防総務課

主催 犬山市

名称等 犬山新成人の集い2018

実施期間 1月7日 （日） ～ 同日 時間 11:00 ～ 14:00

場所 名鉄犬山ホテル

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山新成人の集い実行委員会

名称等 犬山警察署感謝状贈呈式

実施期間 1月12日 (金) ～ 同日 時間 10:00 ～ 11:30

場所 南部公民館

担当所属 地域安全課

主催 犬山警察署

名称等 危険物安全協会新年会

実施期間 1月12日 (金) ～ 同日 時間 18:00 ～ 20:00

場所 臨江館

担当所属 予防課

主催 犬山市危険物安全協会

名称等 第2回親学勉強会　子育てステップアップ講座

実施期間 1月13日 （土） ～ 同日 時間 9:45 ～ 11:30

場所 市民健康館さらさくら　交流ホール

担当所属 子ども未来課

主催 犬山市教育委員会

名称等 社会貢献とビジネスの両立セミナー(全2回1/14、1/16)

実施期間 1月14日 (日) ～ 1月16日 (火) 時間 15:00 ～ 16:30

場所 犬山市役所(1/14)2F201会議室(1/16)3F301会議室

担当所属 地域安全課

主催 犬山市、（特非）犬山市民活動支援センターの会

名称等 読み聞かせボランティア養成講座全3回（第1回）

実施期間 1月19日 （金） ～ 同日 時間 14:00 ～ 15:30

場所 図書館　展示室

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市教育委員会

36



名称等 第5回フューチャーセッション＠犬山

実施期間 1月19日 (金) ～ 同日 時間 19:00 ～ 21:00

場所 犬山国際観光センター

担当所属 地域安全課

主催 犬山市

名称等 第3回親学勉強会　子育てステップアップ講座

実施期間 1月20日 （土） ～ 同日 時間 9:45 ～ 11:30

場所 市民健康館さらさくら　交流ホール

担当所属 子ども未来課

主催 犬山市教育委員会

名称等 市民総合大学一般教養学部(第5回)

実施期間 1月20日 （土） ～ 同日 時間 13:30 ～ 15:00

場所 南部公民館

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市・犬山市教育委員会

名称等 文化財防火デーに伴う消防訓練（有楽苑）

実施期間 1月24日 （水） ～ 同日 時間 0:00 ～ 0:00

場所 有楽苑

担当所属 歴史まちづくり課

主催 犬山市

名称等 学習発表会

実施期間 1月27日 (土) ～ 同日 時間 8:45 ～ 15:30

場所 犬山北小学校

担当所属 学校教育課

主催 犬山北小学校

名称等 市民総合大学文学部(第5回)

実施期間 1月27日 （土） ～ 同日 時間 13:30 ～ 15:00

場所 南部公民館

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市・犬山市教育委員会

名称等 暮らしの法律セミナー「やさしい相続と遺言」

実施期間 1月27日 （土） ～ 同日 時間 14:00 ～ 16:00

場所 図書館　展示室

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市教育委員会
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名称等 文化財防火デーに伴う消防訓練（大縣神社）

実施期間 1月29日 （月） ～ 同日 時間 0:00 ～ 0:00

場所 大縣神社

担当所属 歴史まちづくり課

主催 犬山市

名称等 食生活改善推進員と中高年男性料理入門OB会との交流会

実施期間 2月2日 （金） ～ 同日 時間 12:00 ～ 13:00

場所 市民健康館さらさくら　交流ホール

担当所属 健康推進課

主催 犬山市健康づくり食生活改善協議会

名称等 犬山市子ども大学　活動成果発表会

実施期間 2月4日 （日） ～ 同日 時間 13:30 ～ 15:00

場所 市民文化会館

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市教育委員会、NPO法人犬山市民活動センターの会

名称等 青少年健全育成教育講演会（清長豊氏）

実施期間 2月4日 （日） ～ 同日 時間 14:00 ～ 15:30

場所 犬山市役所　205会議室

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市教育委員会

名称等 立山町小学生交流

実施期間 2月10日 (土) ～ 2月12日 (月) 時間 0:00 ～ 0:00

場所 富山県立山町

担当所属 観光交流課

主催 犬山市・立山町

名称等 第36回犬山シティマラソン

実施期間 2月11日 （日） ～ 同日 時間 9:00 ～ 12:00

場所 犬山城下町ほか　犬山市内および扶桑町コース

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市、中日新聞社、犬山陸上競技協会

名称等 犬山中学校机腰掛洗い

実施期間 2月14日 (水) ～ 同日 時間 13:25 ～ 15:10

場所 犬山中学校

担当所属 学校教育課

主催 犬山中学校
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名称等 読み聞かせボランティア養成講座全3回（第2回）

実施期間 2月16日 （金） ～ 同日 時間 14:00 ～ 15:30

場所 図書館　展示室

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市教育委員会

名称等 第6回フューチャーセッション＠犬山

実施期間 2月16日 (金) ～ 同日 時間 19:00 ～ 21:00

場所 犬山国際観光センター　1F　IIAプラザ

担当所属 地域安全課

主催 犬山市

名称等 学習発表会

実施期間 2月17日 (土) ～ 同日 時間 8:45 ～ 15:30

場所 楽田小学校

担当所属 学校教育課

主催 楽田小学校

名称等 市民活動助成金企画提案発表会

実施期間 2月17日 (土) ～ 同日 時間 0:00 ～ 0:00

場所 犬山市役所　2F205会議室

担当所属 地域安全課

主催 犬山市

名称等 優秀映画鑑賞推進事業｢名作シネマ鑑賞会」

実施期間 2月17日 （土） ～ 2月18日 （日） 時間 9:45 ～ 16:00

場所 南部公民館

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市教育委員会、文化庁、東京国立近代美術館フィルムセンター

名称等 しまじろうともりのきかんしゃ

実施期間 2月24日 （土） ～ 同日 時間 13:00 ～ 16:30

場所 市民文化会館　大ホール

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市教育委員会

名称等 第40回読売犬山ハーフマラソン

実施期間 2月25日 （日） ～ 同日 時間 8:30 ～ 12:35

場所 内田防災公園ほか　犬山市内および扶桑町コース

担当所属 文化スポーツ課

主催 犬山市、読売新聞社、愛知陸上競技協会
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